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企業版ふるさと納税

地方公共団体が行う地方創生の取組に対する企業の寄附について法人関係税を税額控除

活用の流れ

～Ｒ１年度
（税額控除
最大３割）

拡充

（税額控除

最大３割）

寄附額

損金算入
約３割

通常の寄附

企業
負担

(約１割)

制度のポイント
○ 企業が寄附しやすいよう、

・損金算入による軽減効果に税額控除による軽減効果を上乗せ

・寄附額の下限は10万円と低めに設定

○ 寄附企業への経済的な見返りは禁止

○ 寄附額は事業費の範囲内とすることが必要

※ 不交付団体である東京都、不交付団体で三大都市圏の既成市街地等
に所在する市区町村は対象外。

※ 本社が所在する地方公共団体への寄附は対象外。

企業が所在する自治体
（法人住民税・法人事業税）

企業

④寄附

内閣府

③計画の認定

地域再生計画
○○市

総合戦略

・○○事業

・△△事業

・◇◇事業

⑤税額控除

①地方公共団体が
地方版総合戦略を策定

②①の地方版総合戦略を
基に、地方公共団体が
地域再生計画を作成

国
（法人税）

例）1,000万円寄附すると、最大約900万円の法人関係税が軽
減。
①法人住民税 寄附額の４割を税額控除。

（法人住民税法人税割額の20％が上限）
②法人税 法人住民税で４割に達しない場合、その残額を税額控除。

ただし、寄附額の１割を限度。（法人税額の５％が上限）
③法人事業税 寄附額の２割を税額控除。（法人事業税額の20％が上限）

Ｒ２年度～

1◆ 地域再生計画の認定を受けた地方公共団体の数：46道府県1,260市町村（令和３年11月26日時点)



シティプロモーションにつながる

地方創生に必要な財源の確保

官民連携による地方創生

地方公共団体が企業版ふるさと納税を活用する意義
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・地方創生は、行政の力だけでは成し得ない。

・行政と民間が力を合わせ、官民連携して取り組むことが必要。

・企業版ふるさと納税の活用により、企業のノウハウ・知見を活かした地方

創生の推進が可能に。

・寄附活用事業の企画・立案段階から企業が参画する例もある。

・限りある財源の中で、予算措置が難しいとされている事業についても、

寄附を活用することで財源を確保し、事業が実施できる可能性もある。

・企業版ふるさと納税の活用を通じて、企業に対して、地域の魅力や行

政の取組をＰＲする機会となり、シティプロモーションにつながる。



企業版ふるさと納税の仕組みを活用して、専門的知識・ノウハウを有する企業の人材の地方公共団体等への

派遣を促進することを通じて、地方創生のより一層の充実・強化を図る

企業版ふるさと納税（人材派遣型）

地方公共団体のメリット 企業のメリット
○ 専門的知識・ノウハウを有する人材が、寄附活用事業・プロジェクトに

従事することで、地方創生の取組をより一層充実・強化することができる

○ 実質的に人件費を負担することなく、人材を受け入れることができる

○ 関係人口の創出・拡大も期待できる

○ 派遣した人材の人件費相当額を含む事業費への寄附により、 当該経費の最大

約９割に相当する税の軽減を受けることができる

○ 寄附による金銭的な支援のみならず、事業の企画・実施に派遣人材が参画し、

企業のノウハウの活用による地域貢献がしやすくなる

○ 人材育成の機会として活用することができる

○ 企業版ふるさと納税（人材派遣型）の基本スキーム

○ 活用にあたっての留意事項

・ 寄附企業からの人材受入れなどを対外的に明らかにすることにより透明性を確保 ・寄附企業への寄附を行うことの代償としての経済的利益供与の禁止 など

令和２年10月13日創設

① 人 件 費 を 含 む 事 業 費 へ の
企業版ふるさと納税に係る寄附

地方公共団体 企業
企業が所在する地方公共団体
(法人住民税・法人事業税)

③税額控除

②人材の派遣

プロジェクトの実施を支援

企業版ふるさと納税（人材派遣型）とは、企業から企業版ふるさと納税に係る寄附があった年度に、当該企業の人材が、寄附活用事業に従事する地方

公共団体の職員として任用される場合のほか、地域活性化事業を行う団体等であって、寄附活用事業に関与するものにおいて採用される場合をいう

(例)1,000万円寄附すると、最大約900万円の法人関係税が軽減

（参考）企業版ふるさと納税

国(法人税)

活用団体 受入期間 従事する事業 派遣者 活用団体 受入期間 従事する事業 派遣者

岡山県真庭市 令和３年４月１日
から２年間

観光振興事業 岡山市内の
企業から１名

熊本県 令和３年８月18日
から約11ヶ月間

脱炭素化推進事業 福岡市内の
企業から１名

新潟県 令和３年６月１日
から９ヶ月間

ICTを活用した
地域課題解決

東京都内の
企業から１名

岩手県大槌町 令和３年10月1日
から６ヶ月間

防災・協働地域づくり 東京都内の
企業から１名

大阪府貝塚市 令和３年７月１日
から２年間

駅開発等の
まちづくり事業

大阪市内の
企業から１名

奈良県葛城市 令和３年10月1日
から６ヶ月間

ICTを活用した
地域課題解決

東京都内の
企業から１名3



令和２年度寄附実績

○ 令和２年度の寄附実績は、税制改正の大幅な見直しを踏まえ、コロナ禍にあっても、金額・件数ともに大きく

増加（金額は前年比3.3倍の110.1億円、件数は1.7倍の2,249件）

○ 今後、一層の活用促進に向け、関係府省との連携等による業界・企業への働きかけの強化、地方公共団体等

への支援の充実（「企業版ふるさと納税マッチング・アドバイザー」の活用等）等を実施

区分 H28年度
（初年度）

H29年度 H30年度 R1年度 R2年度
（税制改正の施行）

合計

寄附額
（対前年度増加率）

7.5億円
23.6億円
（＋215％）

34.8億円
（＋48％）

33.8億円
（△３％）

110.1億円
（＋226％）

209.7億円

寄附件数
（対前年度増加率）

517件
1,254件
（＋143％）

1,359件
（＋８％）

1,327件
（△２％）

2,249件
（＋69％）

6,706件

7.5億円

23.6億円
34.8億円 33.8億円

110.1億円

517件

1254件 1359件 1327件

2249件

0件
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0億円

30億円

60億円

90億円

120億円

H28 H29 H30 R元 R２

寄附総額(億円)
寄附件数(件)

税制改正の施行（初年度）

約3.3倍
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令和３年８月27日公表



スポーツに関連した寄附活用事例
令和３年３月内閣府発行「企業版ふるさと納税活用事例集～全国の特徴的な取組～に掲載 https://www.chisou.go.jp/tiiki/tiikisaisei/portal/pdf/R2jireisyu.pdf
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企業版ふるさと納税の活用 ー企業の皆様からの声ー

企業のPRに

SDGｓやESGに寄与

被災地の復興に地方公共団体等との
新たなパートナーシップを構築

企業の継続的な発展に寄与

創業地や縁のある地への恩返しに

寄附活用自事業が社員のプラスに

地域再生計画 寄附募集事業 マッチング会



企業版ふるさと納税の寄附獲得に向けた取組例 ～地方公共団体向け～①
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想定される疑問点 回答（取組例）

企業に訴求しやすい
事業とは。

●企業の継続的な発展に寄与する事業など、企業にとっても
魅力ある事業づくりを行うことが重要。

●新型コロナウイルス感染症対策・災害復興支援・デジタル
技術の活用（デジタル田園都市国家構想）など、企業の注
目度の高い寄附活用事業を構築することが重要。

事業検討段階から企
業と協働できる可能性
は。

●企業とともに寄附活用事業を創り上げていく例もある。
事業を練り上げてから企業にアプローチするだけでなく、企
業と対話し、共に事業を練り上げていくことも重要。

寄附活用事業検討（庁内の体制づくり）段階

企業のリストアップ段階

どのようにアプローチ
先の企業を選べばよ
いか分からない。

●地方創生担当部局だけでなく、商工部局（企業誘致担当な
ど）、企業との包括協定を担当している部局、東京事務所
(県人会など）などとの連携を密にして企業のリストアップを
行う。

●マッチング会や説明会に参加し、企業とのネットワークを作
ることが効果的。

●シティプロモーションの一環としての位置づけが重要。



企業版ふるさと納税の寄附獲得に向けた取組例 ～地方公共団体向け～②
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想定される疑問点 回答（取組例）

企業へのアプローチ
の仕方が分からない。

●寄附活用事業の必要性や、寄附目録贈呈式の開催、記者
発表（プレスリリース）、寄附を活用して整備した施設への銘
板の設置、ホームページ・広報誌や県政番組での広報など、
企業のメリットになる点を伝えることが有効と考えられる。

●首長や幹部職員によるトップセールスや直筆メッセージも
有効と考えられる。

●一度きりでなく、（不）定期に同一企業に働きかけを行うこと
が重要。その際、地方公共団体の方向性・姿を理解してもら
う姿勢・視点が不可欠。また、寄附を行う企業の立場に立ち、
どのようなやり方・内容でアプローチされることが望まれる
か考えることも重要。

企業へのアプローチ段階

企業版ふるさと納税
の活用を促進するに
あたり、どのような姿
勢で取り組んだら良い
か。

●各都道府県の企業版ふるさと納税推進リーダーが中心と
なり、県内市町村も巻き込んだ上で、地域一丸となって取り
組むことが必要。

●地域別（ブロック別）の説明会やマッチング会の開催も有効
と考えられる。

●自ら、明確に定量的・定性的な目標を立てて、目標に向
かって取り組むことが重要。

全体を通して



課 題
〇 ＳＤＧｓ関連事業に取り組む企業が企業版ふるさと納税を活用するメリットの周知。
〇 ＳＤＧｓ関連事業を通じた地方公共団体と企業とのマッチングの機会の創出。

■ SDGｓの17の目標のうち「11 住み続けられるまちづくりを」は、地方創生に深く関連。

■ 地方公共団体における地方創生の取組の多くは、持続可能な開発目標（SDGｓ）の達成にも寄与。

■ 特に、企業版ふるさと納税の活用事例は、「17 パートナーシップで目標を達成しよう」に通じるもの。

○ 内閣府では、我が国におけるSDGsの国内実施を促進し、より一層の地方創生につなげることを目的に、
官民連携の場として、2018年８月31日に「地方創生SDGs官民連携プラットフォーム」を設置。

○ 会員数： 6,013団体（2021年10月末時点）
〔 都道府県及び市区町村：1,017団体 ／ 関係府省庁：16団体 ／ 民間団体等：4,983団体 〕

○ 会員からのテーマ提案に基づき分科会を設置（2021年10月末時点：52分科会） 。

企業版ふるさと納税 分科会（企業241団体、地方公共団体458団体※R3.11時点）

企業版ふるさと納税活用促進に向けた取組 ー企業と地方公共団体とのマッチング会ー

○2020年度開催実績

第1回： ８月 26日（WEB開催） 自治体72団体、企業34団体

第2回：10月 １日（WEB開催） 自治体147団体

第3回：10月 29日（WEB開催） 自治体42団体、企業31団体

第4回：12月 ９日（WEB開催） 自治体62団体、企業33団体

第5回： １月 22日（WEB開催） 自治体116団体、企業87団体
第6回： ２月 25日（WEB開催） 自治体82団体、企業77団体

・自治体向けのセミナー（企業への効果的なプレゼンテーションや個別面談時の
対話の手法等）、模擬プレゼンを実施

・メインテーマを設定（①スポーツ・文化の振興、②脱炭素社会の実現）
・自治体（今治市）による取組事例発表

・企業からのプレゼンテーションを実施
・企業版ふるさと納税（人材派遣型）のプレゼンテーション及び個別面談を実施

・企業版ふるさと納税（人材派遣型）についての説明を実施

・メインテーマを設定（デジタル・トランスフォーメーションによる地域課題の解決）
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〇2021年度開催実績・予定（合計６回程度開催予定）

第1回：７月15日（WEB開催） 自治体149団体、企業58団体

第2回：９月 ２日（WEB開催） 自治体88団体、企業68団体

第3回：10月13日（水）（WEB開催） 自治体137団体、企業64団体

第4回：11月18日（木）（WEB開催） 自治体102団体、企業62団体

第5回：1月18日（火）、第6回：２月上中旬開催予定

0

700

R1年6月 R3年6月 R3年11月

分科会会員数の推移

企業 地方公共団体

699

465

63

・メインテーマを設定（①脱炭素社会の実現、②国土強靭化、③新型コロナウイ
ルス感染症対策）
・自治体（新潟県）による取組事例発表

・メインテーマを設定（デジタル・トランスフォーメーションによる地域課題の解決）

・企業が地方公共団体のプレゼンテーションを視聴した上で関心ある地方公共団
体と面談できるよう、個別面談会を別日に設定

・メインテーマを設定（①災害・国土強靭化・新型コロナウイルス感染症対策、
②移住・定住の促進）



活用促進に向けた国の取組 ー 特に寄附を募集している事業の掲載 ー

企業の「各地方公共団体でどんな寄附事業があるか分からない。」に応えるため、内閣府ポータルサイトに寄附募集事業を掲載。

企業版ふるさと納税
ポータルサイト→
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■企業版ふるさと納税ポータルサイト トップページ
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活用促進に向けた国の取組 ー 特に寄附を募集している事業の掲載 ー



デジタル技術を活用して地域の課題解決等を図っている事例 （令和２年度企業版ふるさと納税寄附実績より）

●ワーケーションをきっかけとして来訪する都市部人材を副業・プロフェッショナル人材として活用。

●スポーツとＩｏＴを活用したオンラインによる新たな健康増進プログラムの構築

●地元企業へのＤＸの啓発・人材育成やデジタル技術の活用支援

●保育所のＩＣＴ環境の整備と保育業務をサポートするシステムを導入による保育業務の効率化

●ＩＣＴ等推進人材の育成・確保

●デジタルサイネージ（映像による電子掲示板）を活用した農林水産物の販売促進

●学校の教室に、大型ディスプレイ・書画カメラ・指導者用パソコン等を整備

●ＩＣＴ教育の推進のため、小中学校にＩＣＴ支援員を配置

（参考）【岸田総理 所信表明演説（抜粋）】

（略）これまで進んでこなかったデジタル化が急速に進むなど、社会が変わっていく確かな予感が生まれています。

今こそ、科学技術の恩恵を取り込み、コロナとの共生を前提とした、 新しい社会を創り上げていくときです。

この変革は、地方から起こります。地方は、高齢化や過疎化などの社会課題に直面し、新たな技術を活用する

ニーズがあります。例えば、自動走行による介護先への送迎サービスや、配達の自動化、リモート技術を活用した

働き方、農業や観光産業でのデジタル技術の活用です。

ピンチをチャンスに変え、我々が子供の頃夢見た、わくわくする未来社会を創ろうではありませんか。

（中略）第２の柱は、地方を活性化し、世界とつながる「デジタル田園都市国家構想」です。地方からデジタルの

実装を進め、新たな変革の波を起こし、地方と都市の差を縮めていきます。そのために、５Ｇや半導体、データセ

ンターなど、デジタルインフラの整備を進めます。誰一人取り残さず、全ての方がデジタル化のメリットを享受で

きるように取り組みます。

政府として、地方からデジタルの実装を進めることで、地域の課題解決を図り、持続可能な経済社会

を目指す「デジタル田園都市国家構想」を推進。
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デジタル技術を活用した寄附活用事例



「寄附を行うことの代償として経済的な利益を供与すること」等に係るＱ＆Ａの構成
総 説

個 別 事 例 の 詳 述

契 約 一 般

ネ ー ミ ン グ ラ イ ツ

施 設 等 の 利 用

寄附法人の子会社等

契約関係類似の関係

寄附を行った法人を
契約の相手方とすること

すでに契約関係にある法人から寄附を受領すること

寄附を行った法人をネーミング
ライツ契約の相手方とすること

寄附を行った法人に対し、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業により
整備された施設等を利用させること

寄附を行った法人の関係会社を契約の相手方とすること

寄附を行った法人との間で一定の関係を成立させること

すでに一定の関係にある法人から寄附を受領すること

まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に係る契約

まち・ひと・しごと創生寄附活用事業以外の事業に係る契約

有償のネーミングライツ契約

無償のネーミングライツ契約

禁止される具体例の例示

許容される具体例の例示

【Ｑ５－１－１】（拡充）

┗ 契約関係にある共同企業体
に参画している法人

┗ 出資等を行う法人
┗ 指定管理者である法人
┗ 指定金融機関である法人

そ の 他 法人にとってのメリット

【Ｑ５－１－２】（拡充）

【Ｑ５－４】（新設）

令和３年７月14日改定

【Ｑ５－２－１】（新設）

【Ｑ５－２－２】（新設）

【Ｑ５－２－３】（新設）

【Ｑ５－３－１】（新設）

【Ｑ５－３－２】（新設）

【Ｑ５－５】（新設）

【Ｑ５－６－１】（新設）

【Ｑ５－６－２】（新設）

【Ｑ１１】（新設）
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